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⑧ひとり親世帯の状況 

仙台市を除くひとり親世帯数は、令和 5 年 8 月 1 日現在、母子世帯が 10,493 世

帯、父子世帯が 915世帯、寡婦世帯が 6,142 世帯となっています。 

令和 2 年度の国勢調査による仙台市を含む世帯数は、母子世帯が 17,706 世帯、

父子世帯が 3,140 世帯となっています。 

 

ひとり親等世帯数 

 

  資料：子ども・家庭支援課 

⑨ひきこもり相談件数の推移 

ひきこもり状態にある方やその家族からの相談件数は、平成 26 年度の電話相談

117件、面接延べ 272 人から、コロナ禍に微減したものの、令和 6 年度は電話相談

149件、面接延べ 907 件と増加しています。 

 

 

 

資料：精神保健推進室 

 

⑩自死の推移 

令和 6 年の自殺者数は 379 人、自殺死亡率は 17.1 となっており、自殺死亡率は

全国平均の 16.3を上回っています。 

※自殺死亡率：人口 10万人当たりの自殺者数  

 

宮城県ひとり親世帯等実態調査世帯数（仙台市を除く） （単位：世帯数） 令和2年度国勢調査

母子世帯 父子世帯 寡婦世帯 母子世帯 父子世帯

前回調査（平成30年度） 12,063 1,323 1,900 仙台市 7,386 986

今回調査（令和5年度） 10,493 915 6,142 仙台市以外 10,320 2,154

令和5年8月1日現在 計 17,706 3,140
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自死者の推移 

資料：精神保健推進室 

宮城県ひきこもり地域支援センターにおける相談件数の推移 

母子世帯 父子世帯 寡婦世帯

令和5年度調査 10,493 915 6,142

令和5年8月1日現在
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第４章 支援施策の展開 
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【施策の方向性】 

◇ 市町村における包括的な支援体制の構築を支援するため、各市町村を個別に訪

問し、現状・課題の把握や助言を行うとともに、アドバイザーの派遣等を行いま

す。また、市町村福祉担当課長会議等を開催し、各市町村の取組状況の情報共有

や国の動向、先進事例等に関する情報提供を積極的に行います。 

◇ 災害公営住宅における独居高齢者等の継続的な見守り・相談支援については、

「被災者支援」から「地域による支え合い」への円滑な移行に向けて、市町の現

状や意向を踏まえつつ、県として必要な支援を行います。 

◇ 地域福祉計画未策定の市町村に対して、策定に向けた働きかけを行うとともに、

地域福祉計画の策定・改定を行う市町村に対して、指導・助言や財政支援を行い

ます。 

◇ 地域課題の把握と地域全体で地域課題を共有化するための話し合いの場の設

定や制度の狭間にある課題を解決するための地域資源の開発、地域で活動する団

体、各種関係機関とのネットワークの構築などの役割を担うコミュニティソーシ

ャルワークの視点を持った人材が県内各地において育成・配置が図られるよう、

その養成に積極的に取り組んでいきます。 

 

【主な取組】 

事業・取組（担当課） 内  容 

地域共生社会形成推進事業 

（社会福祉課） 

地域共生社会の実現に向けた市町村の取組を支援す

るため、市町村訪問による助言やアドバイザー派遣を

行うとともに、県社会福祉協議会との連携により、宮

城県地域共生社会推進会議を通じて、地域づくり等に

取り組む市町村社会福祉協議会等の支援を行う。 

市町村振興総合補助金地域福

祉おこし事業 

（社会福祉課） 

市町村における地域福祉計画の策定・改定や、同計

画に基づく、住民同士の支え合いや関係機関とのネッ

トワークづくりを促進する事業に対し、財政支援を行

う。 

コミュニティソーシャルワー

ク実践研修 

（社会福祉課） 

各種制度・サービスや住民の援助などを組み合わせ

て、課題を抱えた方に対してその解決に向けた調整を

行うとともに、新しい仕組みづくりに向けた取組を行

うコミュニティソーシャルワークの視点を持った人材

の育成・研修を行う。 

 

【目標指標】 

項  目 現  況 目標（達成時期） 

地域福祉計画策定市町村数 30市町村 

（令和 7年 4月 1日） 

35市町村 

（令和 12年度末） 

包括的な支援体制が整備され

ている市町村数 

13市町村 

（令和 7年 4月 1日） 

35市町村 

（令和 12年度末） 
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【施策の方向性】 

◇ 県は、市町村がヤングケアラーを早期に把握できるよう支援するとともに、適

切な支援に繋げるため、福祉、介護、医療、教育等の関係機関との連携体制を構

築していきます。 

 

【主な取組】   

事業・取組（担当課） 内  容 

ヤングケアラー支援事業 

（子ども・家庭支援課） 

ヤングケアラーが相談しやすい仕組みの構築に向

け、相談支援体制の整備を行うほか、県内におけるヤ

ングケアラーの早期発見体制の構築や対応力向上を

目的に、学校や市町村などの関係機関研修を実施し

ます。 

地域包括支援センター機能強化

推進事業 

（長寿社会政策課） 

地域包括支援センターが担う介護予防支援及び包

括的支援事業（①介護予防ケアマネジメント、②総合

相談支援業務、③権利擁護業務、④包括的・継続的ケ

アマネジメント支援業務）を実施し、地域住民の心身

の健康の保持と生活の安定のために必要な援助を行

うことにより、保健医療の向上・福祉の増進を包括的

に支援することができるよう、市町村担当職員及び

地域包括支援センター職員の知識と技術の向上を図

ります。 

子ども・若者支援体制強化事業 

（共同参画社会推進課） 

教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用等

の各分野で構成する「子ども・若者支援地域協議会」

を運営し、年齢や制度による切れ目のない効果的な

支援のための関係機関の連携強化を図ります。また、

「石巻圏域子ども・若者総合相談センター」及び「県

南圏域子ども・若者総合相談センター」を運営し、困

難を抱える子ども・若者の様々な相談に応じます。 

 

（１０）困難な問題を抱える女性への支援 

 

【現状・課題】 

◇ 県内の女性からの相談は、夫等からの暴力問題（ＤＶ）、家庭問題、離婚問題、

経済問題等が多いが、相談件数の比較的少ない若年層等は、相談窓口へ繋がるこ

とができていない可能性があることから、若年層に対する相談体制の支援を行う

必要があります。 

◇ ＤＶによる女性の一時保護は全体の約７割を占めており、一時保護の約半数は

子どもを同伴する家庭であることから、児童虐待の早期確保、ＤＶ被害者とその

子どもに対する心のケアを含む支援施策の充実を図るとともに、一時保護後の

様々な課題に対する自立支援の充実や女性自立支援施設退所後のアフターケア

を見据えた中長期的な支援を行う必要があります。 
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